
 

 

 

令和３年度事業計画 

 

１ 実施事業 

① 第一種社会福祉事業 

ア 障害児入所施設 うみねこ学園 

イ 障害者支援施設 いちい寮 

ウ 養護老人ホーム 長生園 

エ 児童養護施設 浩々学園 

オ 母子生活支援施設 小菊荘 

② 第二種社会福祉事業 

ア 老人居宅介護等事業（在宅サービス課） 

イ 障害福祉サービス事業（在宅サービス課、うみねこ学園、いちい寮） 

ウ 老人デイサービス事業（長生園） 

エ 指定特定相談支援事業（うみねこ学園、いちい寮） 

オ 指定障害児相談支援事業（うみねこ学園、いちい寮） 

カ 障害児通所支援事業（うみねこ塾） 

③ 公益事業 

ア 訪問入浴介護事業（在宅サービス課） 

イ 居宅介護支援事業（在宅サービス課、長生園） 

ウ 訪問入浴サービス事業（在宅サービス課） 

エ 日中一時支援事業（いちい寮） 

 

 

２ 理念 

  社会福祉法人八戸市社会福祉事業団は、誰もが健康で、共に支え合う安心・安全な

地域社会を実現するために、地域福祉の推進に貢献することとし、次のとおり法人の

理念を掲げます 

１ 私たちは、多様な福祉サービスを提供しながらセーフティネットの一翼を担い、

地域福祉の推進に貢献します 

１ 私たちは、利用者一人ひとりの人権・人格・個性を尊重し、福祉サービスを通じ

て、自分らしく生きることを支援します 

１ 私たちは、常に利用者のニーズに応える新たな福祉サービスを創造し、これを発

信して地域の福祉力の向上に貢献します 

１ 私たちは、高い専門性と豊かな人間性を備え、利用者のニーズに敏感で、それに

応える具体的な福祉サービスを提供できる職員を育成します 

１ 私たちは、法令を遵守し、透明性が高く健全で効率的な、信頼される法人運営に

努めます 

 

 

３ 法人運営 

⑴ 理事会 

事業団の業務執行について審議決定するため、理事会を随時開催する。 

⑵ 監事による監査会 

理事の職務執行状況及び会計事務を監査する。 



 

 

 

⑶ 評議員会 

法人運営に係る法人の重要事項について議決する機関として、理事及び監事の選

任又は解任、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認等をするた

め、定時評議員会のほか、必要に応じて開催する。 

 

 

４ 組織 
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事 務 局 管 理 課 

 

〔所在地〕  八戸市根城八丁目８番 155 号 八戸市総合福祉会館４階 

 

【３年度法人重点目標・新規取組事項】 

○ 職場構想に沿った自己評価項目へ改訂し、サービスの質の向上を図るための具体的な

取組へつなげる。 

○ ＯＪＴチェックシートを活用し、新採用職員及び初級職員の育成強化を図る。 

○ キャリアパス制度に基づき策定した階層別育成計画を着実に実行するとともに、キャ

リアを反映させた処遇改善に取組み、職員の資質向上及び定着率向上を図る。 

○ ホームページ及び会報等を活用し、青森県介護サービス事業所及び障害福祉サービス

事業所の認証法人としての認知度を高めるとともに、福祉系大学等との連携を深め、人

材確保を図る。 

 

１ 業務 

  事務局管理課は、法人本部としての機能を担うとともに、職員の人事・給与等の事

務の他、関係機関・団体及び各施設間の連絡調整を行い、法人の円滑な事業運営に努

める。主な業務は、以下のとおりである。 

① 事業計画の策定及び予算・決算に関すること 

② 理事会、監査会及び評議員会の開催及び定款、規程等の制定改廃に関すること 

③ 施設長会議の開催及び運営に関すること 

  ・毎月、施設長会議を開催し、収支状況及び重点目標等の実施状況の確認 

・施設（課）間の連携推進のための情報交換 

④ 職員の研修及び福利厚生に関すること 

  ・キャリアアップの仕組み及び研修体系の整備 

  ・職員育成のための研修会実施 

・福利厚生の充実を図るための企画運営 

⑤ その他事業団の庶務に関すること 

 

２ 研修 

月 研 修 内 容 

4  新採用職員研修 

7 管理職・指導職研修［人事評価］ 

9～12  職員交換研修 

12  管理職・指導職研修［人事評価］ 

1  実践研修報告会 

随時  事務員勉強会 

 

 



 

 

 

在宅サービス課〔居宅介護等事業〕 

 

〔所在地〕      八戸市根城八丁目 8 番 155 号 

〔事業開始年月日〕  平成 10 年 4 月 1 日 

〔実施事業〕     指定訪問介護等事業（平成 12 年 4 月 1 日）  

           介護予防・日常生活支援総合事業（平成 28 年 10 月 1 日） 

 

１ 事業運営の基本方針 

⑴ 利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことが出来るよう利用者の選択に基づき、多様なサービスを総合的に提供する。 

⑵ 利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する。 

 

【３年度の重点目標・新規取組事項】 

○ 新たに導入するクラウドサービスを活用した業務を円滑に実施し、情報共有と事務業 

 務の効率化を図り、サービスの質の向上に努める。 

○ 令和３年４月の介護保険及び障害福祉サービスの制度改正に対応し、変更となるサー 

 ビス内容を共有すると共に、利用者へ分かりやすく説明する。 

〇 居宅介護支援事業所へ新規利用者の受け入れ可能な曜日や時間帯等の情報を提供し、 

 利用者の増を目指す。 

 

２ 事業内容 

   在宅で生活している高齢者で要介護者、軽度生活援助対象者、総合事業対象者に対

して訪問介護計画書等に基づき、身体介護、生活援助等の日常生活に必要な支援を個

別に訪問して実施する。 

⑴ 身体介護 

食事介助、排泄介助、更衣介助、入浴介助、身体清拭、洗髪、外出介助等 

⑵ 生活援助 

調理、衣類洗濯及び補修、住居等掃除及び整理整頓、生活必需品の買い物、自立   

生活支援の見守り的援助、関係機関及び役所等への連絡等 

⑶ 生活等に関する相談、助言等 

 

３ 業務内容 

⑴ 利用者又は家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を 

 行う。 

⑵ サービスの開始に当たっては、契約書を取り交わす。 

⑶ 居宅サービス計画と利用者の日常生活全般の状況や希望を踏まえた介護の目標及び

当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した訪問介護計画を作成し、

利用者又はその家族に説明し、同意を得た上で利用者に交付する。 

⑷ 訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むた

めに必要な援助を懇切丁寧に行う。 

⑸ 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者及びそ

の家族に対し適切な相談助言を行う。 

⑹ 介護技術の進歩に対応し、適切な知識技術をもってサービスの提供に努める。 

⑺ 提供したサービスの評価を行い、質の向上を図る。 



 

 

 

⑻ 関係機関との連絡調整を行う。 

⑼ ICT 機器を導入し、職員間の情報共有を行う。 

 

４ 安全管理 

⑴ 事故・災害等が発生した場合は、速やかに緊急連絡先へ連絡する等の必要な措置を

講ずる。 

⑵ 新型コロナウイルス、食中毒、ノロウィルス、インフルエンザ等の感染症予防につ

いて研修を行う。 

⑶ 新型コロナウイルス感染防止のための備品を常備し、対策を徹底する。 

 

５ 苦情への対応 

苦情については、サービス提供責任者が事実関係を調査の上、管理者、ケアマネジ

ャー等と対応策を協議し、解決に努める。また対応結果を利用者や関係機関に速やか

に報告する。 

 

６ サービス評価 

   自己評価を行い、職員一人ひとりの課題を明確にし、事業所のサービスの質の向上

を図る。 

 

７ 利用者負担の軽減 

   今年度も引き続き低所得者等に対する訪問介護（介護予防・日常生活支援総合事業

も含む）に係る利用者負担額の軽減を実施する。 

 

８ 研修計画 

○内部研修 

月 研 修 内 容 

4  倫理及び法令遵守について 

5  食中毒の発生防止について 

6  熱中症について 

7  事故発生予防・再発防止・ヒヤリハット事例検討について 

8  緊急時の対応・救急処置について 

9  認知症及び認知症ケアについて 

10  プライバシー保護について 

11  感染症（新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス）について 

12  苦情発生予防・再発防止・事例検討について 

1  人権擁護・虐待防止について 

2  接遇とコミュニケーションについて 

3  高齢者の栄養管理について 

随時  外部研修参加者による研修内容の報告会 

 

○外部研修 

月 研 修 内 容 場所 人数 

4 社会保険福祉協会オンラインセミナー 八戸市 1 

5 八戸地域介護サービス協議会研修会 八戸市 1 



 

 

 

7 

スキルアップセミナー 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修初任者コース 

安全運転管理者講習会 

青森市 

青森市 

八戸市 

1 

1 

1 

8 副安全運転管理者講習会 八戸市 1 

9 

雇用管理セミナー 

訪問介護員上級者研修 

介護サービス情報の公表制度「10 の研修テーマ」に係る研修 

八戸市 

青森市 

青森市 

1 

1 

1 

10 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修中堅職員コース 

訪問介護員中級者研修 

認知症タイプ別ケア研修 

ハラスメント対策セミナー 

青森市 

青森市 

青森市 

青森市 

1 

1 

1 

1 

11 
福祉職員キャリアパス対応生涯研修チームリーダーコース 

介護サービス事業者集団指導 

青森市 

八戸市 

1 

1 

12 サービス提供責任者研修 八戸市 3 

1 介護技術レベルアップ研修会 青森市 1 

2 

高齢者虐待防止研修 

会計セミナー予算・決算編 

サービス提供責任者研修（オンライン） 

八戸市 

仙台市 

八戸市 

1 

1 

1 

3 役員・管理者向け会計セミナー 仙台市 1 

合 計 23 

 

９ 業務体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 管理者 
サービス提供 

責任者 

訪問介護員 
事務員 

正職員 臨時職員 

18 1 4 2 10 1 



 

 

 

在宅サービス課〔訪問入浴介護事業〕 

                                           

〔所在地〕      八戸市根城八丁目 8 番 155 号 

〔事業開始年月日〕  平成 10 年 4 月 1 日 

〔実施事業〕     指定訪問入浴介護事業（平成 12 年 4 月 1 日） 

介護予防訪問入浴介護事業（平成 19 年 4 月 1 日） 

  

１ 事業運営の基本方針 

⑴ 利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことが出来るよう利用者の選択に基づき、多様なサービスを総合的に提供する。 

⑵ 利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する。 

 

【３年度の重点目標・新規取組事項】 

○ 入浴援助方法の標準化を行い、業務効率化や事故防止に努める。 

○ クラウドサービスの導入に伴うデータ移行作業を確実に行い、ICT 機器を活用した業

務を円滑に実施する。 

○ 令和３年４月の介護保険制度改正に適切に対応し、変更となるサービス内容を共有

すると共に、利用者へ分かりやすく説明する。 

○ 居宅介護支援事業所へ、新規利用者の受け入れ可能な曜日や時間帯等の情報を提供

し、利用者の増を目指す。 

 

２ 事業内容 

要介護認定を受けた要介護者、介護予防要支援者に対して、浴槽を提供し入浴介助

を行う。 

⑴ 訪問入浴 

利用者に浴槽を提供し、入浴前後の健康チェック、入浴準備、後片付け、衣服 

の着脱、洗髪、入浴介助を行う。 

⑵ 清拭又は部分浴 

心身の状況等の理由により全身入浴が困難な場合、利用者の希望により清拭又

は部分浴を行う。 

 

３ 業務内容 

⑴ 利用者又は家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいよう説明を行

う。 

⑵ サービスの開始に当たっては､契約書を取り交わす。 

⑶ 訪問調査を行い、訪問入浴援助計画を作成する。 

⑷ 訪問入浴の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望、その置かれている

環境等を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。 

⑸ 介護技術の進歩に対応し、適切な知識技術をもってサービスの提供に努める。 

⑹ 提供したサービスの評価を行い、質の向上を図る。 

⑺ 関係機関との連絡調整を行う。 

⑻ ICT 機器を導入し、職員間の情報共有を行う。 

 

 



 

 

 

４ 安全管理 

 ⑴ 入浴車輛の日常点検整備及び定期点検整備を行い、不良個所を早期に発見するとと

もに適切な修繕等を施し、安全管理に努める。 

 ⑵ 感染症予防のマニュアルに基づき、衛生管理を行う。 

 ⑶ 事故・災害等が発生した場合は、速やかに緊急連絡先へ連絡する等の必要な措置を

講ずる。 

⑷ 新型コロナウイルス感染防止のための備品を常備し、対策を徹底する。 

 

５ 苦情への対応 

苦情については、サービス提供責任者が事実関係を調査の上、管理者、ケアマネジ

ャー等と対応策を協議し、解決に努める。また対応結果を利用者や関係機関に速やか

に報告する。 

 

６ サービス評価 

   自己評価を行い、職員一人ひとりの課題を明確にし、事業所のサービスの質の向上

を図る。 

 

７ 研修計画 

  ○内部研修 

月 研 修 内 容 

4 入浴介護の基本と倫理・法令等について 

5 ヒヤリハット検討による事故防止について 

6 感染症（新型コロナウイルス・インフルエンザ）について 

7 在宅ケアと感染予防について 

8 認知症及び認知症ケアについて 

9 個人情報とプライバシー保護について 

10 高齢者のスキンケア・褥瘡予防について 

11 人権擁護・虐待防止について 

12 入浴時のリスクについて・ベッドメーキング技術について 

1 緊急時の対応・救急処置について 

2 体位交換・更衣・排泄介助について 

3 困難事例の検証・対応等について 

随時 外部研修参加者による研修内容の報告会 

 

○外部研修 

月 研 修 内 容 場所 人数 

5 八戸地域介護サービス協議会研修会 八戸市 1 

10 デベロオンラインセミナー 八戸市 1 

11 
デベロオンラインセミナー 

リスクマネジメント研修会 

八戸市 

青森市 

1 

1 

合 計 4 

 

 

 



 

 

 

８ 業務体制 

※［ ］は兼務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 管理者 
サービス提供 

責任者 

訪問介護員 
事務員 

正職員 臨時職員 

10 ［1］ 1 ［2］ 5 ［1］ 



 

 

 

在宅サービス課〔居宅介護支援事業〕 

 

〔所在地〕      八戸市根城八丁目 8 番 155 号 

〔事業開始年月日〕  平成 12 年 4 月 1 日 指定居宅介護支援事業 

 

１ 事業運営の基本方針 

⑴ 利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことが出来るよう利用者の選択に基づき、多様なサービスを総合的に提供する。 

⑵ 利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する。 

 

【３年度の重点目標・新規取組事項】 

○ 高齢者支援センター、関係機関及び地域団体と連携を深め、フォーマルサービス及び 

 インフォーマルサービスに関する情報交換や地域のニーズの把握に努める。 

○ 令和３年４月の介護保険の制度改正に対応し、改正内容を共有すると共に、利用者へ

分かりやすく説明する。 

○ クラウドサービスの導入に伴うデータ移行作業を確実に行い、ICT 機器を活用した業

務を円滑に実施する。 

 

２ 事業内容 

⑴ 高齢者が在宅で自立した生活が送れるよう、介護者が在宅介護ができるように居宅

サービス事業者及び関係機関、地域の社会資源の活用も含めた居宅サービス計画又は

介護予防サービス支援計画の作成、介護保険の相談業務を行う。 

⑵ 介護認定調査を実施する。 

 

３ 業務内容 

⑴ 要介護認定の申請について必要な協力を行う。 

⑵ 利用者又は家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を

行う。 

⑶ サービスの開始に当たっては、契約書を取り交わす。 

⑷ 利用者の状況の把握を行い、提供されるサービスが特定の事業者等に不当に偏する

ことがないよう公正中立に配慮し、居宅サービス計画又は介護予防サービス支援計画

を作成する。また、利用者に説明するとともに実施状況を把握し、必要に応じ計画を

変更する。 

⑸ 要介護認定や要介護認定の更新があった場合等において、サービス担当者会議の開

催、担当者に対する照会等により、サービス計画の内容について担当者から意見を求

める。 

⑹ 指定居宅介護サービス事業者等関係機関との連携及び連絡調整を行う。 

⑺ 全国一律の基準を用い心身の状況や生活環境等の把握に努め、要介護認定調査を行

う。 

⑻ ICT 機器を導入し、職員間の情報共有を行う。 

 

４ 安全管理 

⑴ 事故・災害等が発生した場合は、速やかに緊急連絡先へ連絡する等の必要な措置を

講ずる。 



 

 

 

 ⑵ 利用者間の感染症の媒体とならないように、衛生管理に努める。 

⑶ 新型コロナウイルス感染防止のための備品を常備し、対策を徹底する。 

⑷ 個人情報については、法令に基づき、利用者や家族に対して利用目的を明確にした

上で同意を得、使用に当たっては細心の注意を払い必要最低限の範囲で使用する。 

 

５ 苦情への対応 

苦情については、担当者が事実関係を調査の上、管理者等と対応策を協議し、解決

に努める。また、対応結果を利用者や関係機関へ速やかに報告する。 

 

６ サービス評価 

   自己評価を行い、職員一人ひとりの課題を明確にし、事業所のサービスの質の向上

を図る。 

 

７ 研修計画 

  ○内部研修 

月 研 修 内 容 

4 倫理及び法令遵守について 

9 認知症及び認知症ケアについて 

10 プライバシー保護について 

随時 外部研修の報告 

 

○外部研修 

月 研 修 内 容 場所 人数 

5 八戸地域介護サービス協議会研修会 八戸市 3 

1 介護予防支援従事者研修会 青森市 3 

年 1 回 認定調査従事者現任研修会 八戸市 3 

年 3 回 包括的支援事業研修会 八戸市 3 

年 3 回 介護支援専門員協議会研修会 八戸市 3 

年 4 回 介護支援専門員協会研修会 八戸市 3 

合 計 18 

 

８ 業務体制 

合 計 管理者 介護支援専門員 

3 ［1］ 2 

  ※［ ］は兼務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

在宅サービス課〔障害福祉サービス事業〕 

 

〔所在地〕      八戸市根城八丁目 8 番 155 号 

〔事業開始年月日〕  平成 15 年 4 月 1 日 

〔実施事業〕     障害福祉サービス事業〔居宅介護（平成 15 年 4 月 1 日）〕 

〔同行援護（平成 24 年 4 月 1 日）〕 

 

１ 事業運営の基本方針 

⑴ 利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことが出来るよう利用者の選択に基づき、多様なサービスを総合的に提供する。 

⑵ 利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する。 

 

２ 事業内容 

  八戸市より支給決定を受けた障害者と難病患者等に対し、障害者総合支援法の趣旨 

 に従い、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ 

う身体介護、家事援助、同行援護等生活全般にわたる援助を行うとともに、家族の介

護負担の軽減を図る。 

⑴ 身体介護 

食事介助、排泄介助、更衣介助、入浴介助、身体清拭、洗髪、通院介助等 

⑵ 家事援助 

調理、衣類洗濯及び補修、住居等掃除及び整理整頓、生活必需品の買い物、関    

係機関及び役所等への連絡等 

⑶ 同行援護 

移動時、外出先での視覚的情報の支援、排泄介助、食事介助等 

⑷ 生活等に関する相談、助言等 

 

３ 業務内容 

⑴ 利用者又は家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を

行う。 

⑵ サービスの開始に当たっては､契約書を取り交わす。 

⑶ 居宅サービス計画と利用者の日常生活全般の状況や希望を踏まえて、介護の目標及

び当該目標を達成するための具体的サービス内容を記載した訪問介護計画を作成し、

利用者又はその家族に説明し、同意を得た上で利用者に交付する。 

⑷ 訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むた

めに必要な援助を懇切丁寧に行う。 

⑸ 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者及びそ

の家族に対し適切な相談助言を行う。 

⑹ 介護技術の進歩に対応し、適切な知識技術をもって、サービスの提供に努める。 

⑺ 提供したサービスの評価を行い、質の向上を図る。 

⑻ 関係機関との連絡調整を行う。 

⑼ ICT 機器を導入し、職員間の情報共有を行う。 

 

 

 



 

 

 

４ 安全管理 

⑴ 事故・災害等が発生した場合は、速やかに緊急連絡先へ連絡する等の必要な措置を

講ずる。 

 ⑵ 食中毒、ノロウィルス、インフルエンザ等の感染症予防について研修を行う。 

⑶ 新型コロナウイルス感染防止のための備品を常備し、対策を徹底する。 

 

５ 苦情への対応 

苦情については、サービス提供責任者が事実関係を調査の上、管理者、苦情担当者

と対策を協議し、解決に努める。また対応結果を利用者や関係機関に速やかに報告す

る。 

 

６ サービス評価 

   自己評価を行い、職員一人ひとりの課題を明確にし、事業所のサービスの質の向上

を図る。 

 

７ 研修計画 

 ○内部研修 

月 研 修 内 容 

4 倫理及び法令遵守について 

5 食中毒の発生防止について 

6 熱中症について 

7 事故発生予防・再発防止・ヒヤリハット事例検討について 

8 緊急時の対応・救急処置について 

9 認知症及び認知症ケアについて 

10 プライバシー保護について 

11 感染症（新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス）について 

12 苦情発生予防・再発防止・事例検討について 

1 人権擁護・虐待防止について 

2 接遇とコミュニケーションについて 

3 高齢者の栄養管理について 

随時 外部研修参加者による研修内容の報告会 

 

○外部研修 

 

 

 

月 研 修 内 容 場所 人数 

5 八戸地域介護サービス協議会研修会 八戸市 1 

7 同行援護従業者養成研修(一般課程) 青森市 1 

7 同行援護従業者養成研修(一般課程） 青森市 1 

9 福祉サービス苦情解決関係者等研修会 青森市 1 

11 障害者虐待防止権利擁護研修 青森市 1 

2 障害福祉サービス従業者等集団指導 八戸市 1 

合 計 6 



 

 

 

８ 業務体制 

 ※［ ］は兼務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 管理者 
サービス提供 

責任者 

訪問介護員 
事務員 

正職員 臨時職員 

18 ［1］ ［4］ ［2］ ［10］ ［1］ 



 

 

 

在宅サービス課〔訪問入浴サービス事業（八戸市地域生活支援事業）〕 

 

〔所在地〕      八戸市根城八丁目 8 番 155 号 

〔事業開始年月日〕  平成 12 年 4 月 1 日 

〔実施事業〕     訪問入浴サービス事業（平成 19 年 4 月 1 日） 

           

１ 事業運営の基本方針 

 ⑴ 利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことが出来るよう利用者の選択に基づき、多様なサービスを総合的に提供する。 

⑵ 利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する。 

 

２ 事業内容 

   歩行が困難で移送に耐えられない等の事業がある障害者（児）に対して、浴槽を提

供し、入浴介助を行う。 

⑴ 訪問入浴 

     利用者に浴槽を提供し、入浴前後の健康チェック、入浴準備、後片付け、衣服 

の着脱、洗髪、入浴介助を行う。 

⑵ 清拭又は部分浴 

     心身の状況等の理由により全身入浴が困難な場合、利用者の希望により清拭又 

は部分浴を行う。 

 

３ 業務内容 

⑴ 利用者又は家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を 

 行う。 

⑵ サービスの開始に当たっては､契約書を取り交わす。 

⑶ 訪問調査を行い､訪問入浴援助計画を作成する。 

⑷ 訪問入浴の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望、その置かれている

環境等を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。 

⑸ 介護技術の進歩に対応し、適切な知識技術をもってサービスの提供に努める。 

 ⑹ 提供したサービスの評価を行い、質の向上を図る。 

⑺ 関係機関との連絡調整を行う。 

 

４ 安全管理 

⑴ 事故・災害等が発生した場合は、速やかに緊急連絡先へ連絡する等の必要な措置を

講ずる。 

 ⑵ 食中毒、ノロウィルス、インフルエンザ等の感染症予防について研修を行う。 

 ⑶ 入浴車輛の日常点検整備、定期点検整備により、不良個所の早期発見や適切な修繕

等を施し、安全管理に努める。 

 

５ 苦情への対応 

苦情については、サービス提供責任者が事実関係を調査の上、管理者、苦情担当者

と対応策を協議し、解決に努める。また対応結果を利用者や関係機関に速やかに報告

する。 

 



 

 

 

６ サービス評価 

   自己評価を行い、職員一人ひとりの課題を明確にし、事業所のサービスの質の向上

を図る。 

 

７ 研修計画 

○内部研修 

月 研 修 内 容 

4 入浴介護の基本と倫理・法令等について 

5 ヒヤリハット検討による事故防止について 

6 感染症（新型コロナウイルス・インフルエンザ）について 

7 在宅ケアと感染予防について 

8 認知症及び認知症ケアについて 

9 個人情報とプライバシー保護について 

10 高齢者のスキンケア・褥瘡予防について 

11 人権擁護・虐待防止について 

12 入浴時のリスクについて・ベッドメーキング技術について 

1 緊急時の対応・救急処置について 

2 体位交換・更衣・排泄介助について 

3 困難事例の検証・対応等について 

随時 外部研修参加者による研修内容の報告会 

 

○外部研修 

月 研 修 内 容 場所 人数 

5 八戸地域介護サービス協議会研修会 八戸市 1 

10 デベロオンラインセミナー 八戸市 1 

11 デベロオンラインセミナー 八戸市 1 

合 計 3 

 

８ 業務体制 

  ※［ ］は兼務 

 

 

 

 

 

合 計 管理者 
サービス提供 

責任者 

訪問介護員 
事務員 

正職員 臨時職員 

10 ［1］ ［1］ ［2］ ［5］ ［1］ 



 

 

 

うみねこ学園 

 

〔施設の種類〕     障害児入所施設 

〔入所定員〕      40 人 

〔所在地〕       八戸市大字鮫町字小舟渡平 9 番地 50 

〔建設年月日〕     昭和 41 年 3 月 31 日（平成 20 年 3 月 31 日まで八戸市直営） 

            令和 02 年 3 月 31 日（移転改築） 

〔事業開始年月日〕   平成 20 年 4 月 1 日 （八戸市からの施設譲与による） 

〔施設の概要〕     敷  地  8,013.47 ㎡ 

            建  物  木造平屋建 

延床面積  1,715.30 ㎡ 

 

１ 事業運営の基本方針 

⑴ 小規模グループケアを実施することで、利用者の意思及び人格をより尊重するとと

もに、障害の特性等を踏まえた療育や心理的ケアを行うことによって、きめ細やかな

支援を提供する。 

⑵ 自活訓練室を活用した自立生活体験をすることによって、特別支援学校卒業後に安

定した職業生活を送ることができるような支援を提供する。 

⑶ 八戸第二養護学校・八戸高等支援学校及び鮫地区との結びつきを重視した施設運営

を行い、共生社会の実現に向けて地域住民との交流を深める。 

 

【３年度の重点目標・新規取組事項】 

○ 小規模グループケアを生かし、掃除・洗濯・炊事等を通じて日常生活能力を身に付け

させるために、まず今年度は、ユニットのキッチンで調理体験を行い、自立へ向けて炊

事の経験をさせる。 

○ リモート会議の環境を整え、研修などの機会を確保することにより、職員の資質の向 

上に努める。 

○ 鮫地区の地域行事へ参加し、開かれた施設として、鮫町住民との交流に努める。また、 

鮫小中学校の知的障害学級、自閉症・情緒障害学級と情報交換を深めることにより、共 

生社会を目指した施設づくりを推進する。 

 

２ 利用者の処遇 

⑴ 給食管理 

① ユニットごとに少人数で会話を楽しみながら食事をすることによって、利用者の

情緒の安定を図り、利用者に対し安心な食事環境を提供する。 

② ＩＨ（電磁誘導加熱）調理器を導入し、より安全な環境で給食を提供するととも

に、厨房内の温度管理の適正化を図ることにより、衛生管理の向上に努める。 

③ バランスのとれた栄養を確保するとともに、外部委託業者との連携を密にし、嗜

好、残食等の状況を把握し、献立内容の充実を図る。 

④ 行事、季節に応じた献立の作成を工夫するなど、適温で魅力ある食事の提供に努

める。 

⑤ 児童参加型の給食会議を毎月開催し、利用者一人ひとりの嗜好の把握と意見の

反映に努める。 

⑵ 生活支援等 



 

 

 

① 小規模グループケアを実施することで、利用者の意思や人格を尊重し、年齢や成

長に合わせて、日常生活に必要な基本的生活習慣を身に付けられるよう支援する。 

② 心理指導担当職員を配置し、必要に応じて心理検査及び面接を行い、利用者の情

緒の安定を図る。 

③ 利用者一人ひとりの適性、能力等に応じた学習指導を行うとともに、県立八戸第 

 二養護学校及び県立八戸高等支援学校との連絡会議等を通じ、連携を図ることによ

り、両学校の教育目標と整合性のある支援を行う。 

④ 園内外の作業活動や職場実習等を通じ、社会生活に必要な知識や技術の習得を支

援するとともに、利用者の適性、能力等に応じた職業選択を行い、地域において自

立した生活を営むことが出来るよう職業指導及び必要な情報提供を行う。 

⑤ 保護者面談や個別支援会議等をもとに、利用者一人ひとりに合わせた支援目標を

設定し、随時支援経過の評価を行うとともに、施設での支援の成果を家族に確認し

てもらうため、定期的に家庭実習を実施する。 

⑥ 自活訓練室を特別支援学校の生徒等が利用することによって、自立生活を事前に

体験し、安心安全な職業生活ができるよう助言・指導する。 

⑦ 施設退所者が引き続き安定した生活を送ることができるよう、相談窓口を設置す

るとともに、職場及び家庭訪問を通じ、退所後の生活について助言、指導するなど、

適切なアフターケアを行う。 

 

３ 健康管理 

⑴ 利用者の健康状態を観察し、健康診断や諸検査を定期的に実施するほか、嘱託医、

学校、保護者等と連携をとりながら、感染症等の予防、疾病の早期発見、早期治療に

努める。 

⑵ 利用者に疾病等があった場合、速やかな治療に対応するため、地域の医療機関との 

 連携に努める。 

⑶ 職員の保健衛生知識の向上を図るとともに、利用者に対する保健指導と衛生的な環

境の維持に努める。 

 

４ 苦情への対応及び虐待防止 

⑴ 苦情への対応 

苦情受付窓口を設置し、利用者及び家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応す

ることで、円滑、円満な解決に努める。 

⑵ 虐待防止 

利用者の人権を尊重し、虐待の未然防止に努める。万が一、虐待が発生した場合

は、迅速かつ適切に対応し、利用者の人権を保護するとともに、健全な支援に努め

るよう改善を図る。 

 

⑶ 苦情解決委員会第三者委員及び虐待防止第三者委員 

平 間 恵 美 （八戸市社会教育委員会） 

松 井 敬 子 （八戸市東地区民生委員児童委員協議会会長） 

石 藤 奈保子 （八戸市東地区民生委員児童委員協議会主任児童委員） 

 

５ 施設サービス評価 

利用者を個人として尊重し、常に利用者本位で対応するため、施設が行うサービス

を自己評価することにより、改善すべき課題を明確にし、サービスの質の向上を図る。 



 

 

 

６ 安全管理 

⑴ 防災設備等を定期的に点検するとともに、消防署等の指導のもとに、施設独自の防

災訓練を実施し、地区消防団等とも連携を図り、防災意識の向上に努める。 

⑵ 利用者の無断外出や交通事故等を防止するため、利用者の状況把握や施設内外の巡

視を十分に行い、地域住民とも連携を図りながら安全確保に努める。 

⑶ 遊具の安全点検を十分行うとともに、正しい遊び方や使用方法について指導する。 

⑷ 防犯用具等を定期的に点検するとともに、警察署等の指導のもとに、施設独自の不

審者対応訓練を実施し、防犯意識の向上に努める。 

 

７ 地域貢献・地域との交流等 

⑴ ボランティアの受入れ 

施設の行事を通じて、中学校、高等学校、大学等に広く働きかけるなど、ボランテ

ィアを積極的に受け入れる。 

⑵ 実習生の受入れ 

積極的に実習生を受け入れ､専門職養成の一端を担う施設として地域に貢献

   する。 

⑶ 地域との交流・連携等 

施設の行事に地域住民を招待するとともに、地域イベント等の活動に積極的に

参加し、施設を理解して頂くとともに、地域に根ざした施設づくりに努める。 

⑷ 地域における公益的な取組 

  ① 八戸市が指定した災害弱者が避難する福祉避難所の機能を地域住民に周知し、

地域とともに防災対策に努める。また、職員を青森県災害福祉支援チームに登録

し、大規模災害時に派遣できる体制を整える。 

  ② 障害児への接し方等に悩む家族に対応するための相談窓口を設置するとともに、

広報誌等を通じて、療育に関する情報提供を行う。 

 

８ 年間行事計画 

○毎月行うもの 

  職員会議・業務会議・給食会議・子ども会議・避難訓練・誕生会・体重測定等 

月 行 事 内 容 場所 

4 
保護者個別面談 

蕪島まつり 

園内 

市内 

5 内科検診 園内 

6 高校３年生保護者説明会 園内 

7 さめ浜まつり 市内 

8 
保護者個別面談 

青森県障害者スポーツ大会 

園内 

青森市 

9 歯科検診 園内 

10 さめ味覚まつり 市内 

11 内科検診 園内 

12 
もちつき 

クリスマス会 

園内 

園内 

1 
初詣 

愛の輪レクリエーション 

市内 

市内 



 

 

 

2 
歯科検診 

卒業・進級を祝う会 

園内 

市内 

3 ひなまつり 園内 

 

９ 研修計画 

 ○内部研修 

月 研 修 内 容 場所 

4 新任者研修、小規模グループケアに関する研修 園内 

5～7 ペアレントトレーニングに関する研修 園内 

6 普通救命救急講習会 園内 

9 虐待防止に関する研修 園内 

10 福祉サービスの利用に関する研修 園内 

11 感染症対策に関する研修 園内 

1 セクシャルハラスメントに関する研修 園内 

2 リスクマネジメントに関する研修 園内 

随時 外部研修参加者による研修内容の報告会 園内 

 

○外部研修 

月 研 修 名 場所 人数 

4 
青森県知的障害者福祉協会・青森県知的障害児者生活 

サポート協会総会・部会協議会 
青森市 1 

5 
障害児・者福祉施設新任職員研修 

全国知的障害関係施設長等会議 

青森市 

横浜市 

1 

1 

6 社会福祉法人指導監査対策セミナー 青森市 1 

7 
福祉職員キャリアパス対応生涯研修初任者コース 

甲種防火管理資格取得講習 

青森市 

八戸市 

1 

1 

8 栄養・食育マネジメントセミナーⅠ 青森市 1 

9 青森県手をつなぐ育成会連合会セミナー 青森市 1 

10 
相談支援従事者初任者研修（講義） 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修中堅職員コース 

青森市 

青森市 

1 

1 

11 

相談支援従事者初任者研修（演習） 

児童発達支援管理責任者研修（講義） 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修リーダーコース 

青森市 

青森市 

青森市 

1 

1 

1 

12 

サービス管理責任者等研修（更新） 

全国児童発達支援施設運営協議会 

福祉サービス苦情解決関係者等研修会 

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 

青森市 

宇都宮市 

青森市 

八戸市 

1 

1 

1 

1 

1 
サービス管理責任者等研修（基礎研修） 

強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 

青森市 

青森市 

1 

1 

2 福祉職員キャリアパス対応生涯研修管理職員コース 青森市 1 

合 計  20 

 



 

 

 

１０ 業務体制（定員 40 人）  

○人員に関する配置基準 

（指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第４条） 

※厚生労働大臣が定める施設基準（平 24.厚労告 269.第 17 号）小規模グループケア 

基
準
合
計 

施
設
長 管

理
責
任
者 

児
童
発
達
支
援 

児
童
指
導
員 

保
育
士 

栄
養
士 

嘱
託
医 

 

職
業
指
導
員 

心
理
指
導
担
当
職
員 

22 1 1 16 1 (1) 1 1 

 ※職業指導員、心理指導担当職員については、職業指導、心理指導を行う場合に配置 

 

 ○職員配置 

※（ ）は嘱託 

 

１１ 利用者の状況（令和 3 年 2 月 1 日現在） 

区分 幼児 小学部 中学部 高等部 利用者計 

男 0 4（1） 1 (0) 24 (7) 29 (8) 

女 0 1（0） 1 (0)  9 (3) 11 (3) 

計 0 5（1） 2 (0) 33(10) 40(11) 

※（ ）は措置入所の数・内数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配
置
合
計 

施
設
長 管

理
責
任
者 

児
童
発
達
支
援 

児
童
指
導
員 

保
育
士 

職
業
指
導
員 

心
理
指
導
員 

看
護
師 

栄
養
士 

事
務
員 

嘱
託
医 

指
導
員
補
助 

35 1 1 20 1 1 1 1 1 (2) 6 



 

 

 

うみねこ学園指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業 
                                    
〔実施施設〕     障害児入所施設うみねこ学園 

〔所在地〕      八戸市大字鮫町字小舟渡平 9 番地 50 

〔事業開始年月日〕  平成 26 年 4 月 1 日 

 

１ 事業運営の基本方針 

⑴ 利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の心

身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障害福祉

サービス等が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう相談に応じ、支援を

行う。 
⑵ 相談支援事業の実施にあたっては、市町村、障害福祉サービス事業者及び医療機関等と

の連携を図るとともに、障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事

業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に配慮する。  

 

２ 事業の内容 
⑴ 日常生活全般に関する相談 
⑵ 地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供 
⑶ サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成及び評価 
⑷ 継続的なモニタリング 

 

３ 苦情への対応及び虐待防止 
   うみねこ学園に準じて適切に対応する。 

 

４ 研修計画 

○外部研修 

月 研 修 内 容 場所 人数 

随時 八戸市障がい者相談支援事業者連絡会議 八戸市 1 

合  計 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

５ 業務体制 

 ○人員に関する配置基準 

（指定計画相談支援（指定障害児相談支援）の事業の人員及び運営に関する基準第３条 

及び第４条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○職員配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

※［ ］は兼務 
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うみねこ学園短期入所事業 

                                         

〔実施施設〕      障害児入所施設うみねこ学園 

〔利用定員〕      ２人 

〔所在地〕       八戸市大字鮫町字小舟渡平 9 番地 50 

〔事業開始年月日〕   平成 20 年 4 月 1 日                    

 

１ 事業運営の基本方針 

⑴ 居宅において養育を行う者の疾病その他の理由により、施設への短期間（原則月７

日間）の入所を必要とする障害児等に対し、入浴、排せつ、食事等といった日常生活

上の支援を提供する。 

⑵ 利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め 

る。 

 

２ 利用者の処遇 

⑴ 給食管理 

利用者の栄養管理、健康状態及び嗜好を考慮した食事提供に努める。 

⑵ 生活支援等 

   ① 入浴、食事、排泄その他個々の利用者の心身の状況に応じた適切なサービスを行 

う。 

② 利用者及びその家族からの相談に適切に対応するとともに、必要な助言に努める。 

 

３ 健康管理 

   うみねこ学園に準じて健康管理を行う。 

 

４ 苦情への対応及び虐待防止 

⑴ 苦情への対応 

苦情受付窓口を設置し、利用者及び家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ことで、円滑、円満な解決に努める。 

⑵ 虐待防止 

利用者の人権を尊重し、虐待の未然防止に努める。万が一、虐待が発生した場合は

迅速かつ適切に対応し、利用者の人権を保護するとともに、健全な支援に努めるよ

う改善を図る。 

 

５ 施設サービス評価 

   利用者を個人として尊重し、常に利用者本位で対応するため、施設が行うサービス

を自己評価し、改善すべき課題を明確にして、今後のサービスの質の向上を図る。 

 

６ 業務体制 

うみねこ学園の業務体制でサービスを提供する。 

 

 

 



 

 

 

うみねこ塾 

 

〔施設の種類〕     放課後等デイサービス 

〔入所定員〕      10 人 

〔所在地〕       八戸市大字松館字水野平 20 番地 5 

〔建設年月日〕     昭和 41 年 3 月 31 日 

〔事業開始年月日〕   令和 2 年 4 月 1 日 

〔施設の概要〕     敷  地  23238.42 ㎡ 

            建  物  鉄筋コンクリート平屋建 

延床面積  427.08 ㎡ 

付属建物  物置ほか 189.64 ㎡ 

 

１ 事業運営の基本方針 

⑴ 利用者の生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることがで

きるよう、利用者の心身の状態並びに環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を

行う。 

⑵ 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努

める。 

⑶ 放課後等デイサービス計画に基づき、利用者の心身の状態に応じて支援を適切に行 

う。 

⑷ 地域、家庭、教育との結びつきを重視した運営を行い、利用者に係る相談支援事業

者を通して関係機関との連携に努める。 

 

【３年度の重点目標・新規取組事項】 

○ 利用者の増加、安定した運営を目指し、活動内容や行事の掲載等のホームページの活 

用を通して、当事業所の活動内容の周知を図る。また、利用希望者に対して見学・活動 

体験を実施し、不安や抵抗なく当事業所への利用につながるよう努める。 

○ 個別支援計画に基づいた家庭・教育・福祉の連携・情報共有を図り、計画に沿った支 

 援と保護者への相談支援を実施すると共に、利用者・保護者のニーズに則した支援がな 

されているか支援会議等での評価及び改善を行う。 

○ 想定される事故や災害に対して迅速に対応できるよう、利用者の実情や避難訓練の反 

 省を踏まえながら、各種マニュアルの見直しや策定を行う。 

 

２ 利用者の処遇 

⑴ 生活支援等 

① 利用者一人ひとりの人格を尊重し、個性や成長に合わせて、日常生活に必要な生

活スキルを身に付けられるよう支援する。 

② 利用者一人ひとりの適性、能力等に応じた学習指導・生活指導を行うとともに、

関係機関との支援会議・情報交換等の連携を図ることにより、教育目標や支援方針

と整合性のある支援を行う。 

③ 作業活動や運動訓練を通じ、社会生活・作業に必要な体力や技術の習得を支援す

る。 

④ 保護者面談や個別支援会議等をもとに、利用者一人ひとりに合わせた支援計画を   

設定し、随時支援経過の評価を行うとともに、事業所での支援の成果を家族、相談   



 

 

 

支援事業所と共有する。 

⑤ 八戸高等支援学校に在籍する利用者に対し、来所への利便性を考慮し、事故等が 

 無いよう安全確認に十分注意しながら、迎車サービスを実施する。 

⑵ 給食管理 

① 外部業者との連携を密にし、長期休暇中の利用者に対し、安心・安全な食事を提

供する。 

② 調理実習の際には、衛生管理に留意して行い、食中毒の予防に努める。 

 

３ 健康管理 

⑴ 利用者の健康状態を観察し、協力医療機関、学校、保護者等との連携を取りながら、 

感染症等の予防、疾病の早期発見に努める。 

⑵ 職員の保健衛生知識の向上を図るとともに、利用者に対する保健指導と衛生的な環 

境の維持に努める。 

 

４ 苦情への対応及び虐待防止 

⑴ 苦情への対応 

苦情受付窓口を設置し、利用者及び家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応する 

ことで、円滑、円満な解決に努める。 

⑵ 虐待防止 

利用者の人権を尊重し、虐待の未然防止に努める。万が一、虐待が発生した場合

は、迅速かつ適切に対応し、利用者の人権を保護するとともに、健全な支援に努める

よう改善を図る。 

⑶ 苦情解決委員会第三者委員及び虐待防止第三者委員 

平 間 恵 美 （八戸市社会教育委員会） 

松 井 敬 子 （八戸市東地区民生委員児童委員協議会会長） 

石 藤 奈保子 （八戸市東地区民生委員児童委員協議会主任児童委員） 

 

５ 施設サービス評価 

⑴ 利用者を個人として尊重し、常に利用者本位で対応するため、施設が行うサービス

を自己評価することにより、改善すべき課題を明確にし、サービスの質の向上を図る。 

⑵ 保護者のニーズや事業所への要望を把握するため、保護者評価も実施し、サービス

に反映させる。 

 

６ 安全管理 

⑴ 防災設備等を定期的に点検するとともに、消防署等の指導のもとに、施設独自及び

いちい寮との合同防災訓練を実施し、防災意識の向上に努める。 

⑵ 利用者の無断外出や交通事故等を防止するため、利用者の状況把握や施設内外の巡

視を十分に行い、安全確保に努める。 

⑶ 遊具の安全点検を十分行うとともに、正しい遊び方や使用方法について指導する。 

⑷ 防犯用具等を定期的に点検するとともに、警察署等の指導のもとに、施設独自及び

いちい寮との合同不審者対応訓練を実施し、防犯意識の向上に努める。 

 

７ 地域との交流等 

感染症の流行に留意しながら、地域イベント等の活動に参加し、地域に根ざした施 

  設づくりに努める。 



 

 

 

８ 年間行事計画 

○毎月行うもの 職員会議・ケース会議・保護者面談 

月 行 事 内 容 場所 

5 火災想定合同避難訓練 所内 

7 調理実習 所内 

8 
お祭り広場 

外出訓練 

所内 

市内 

10 風水害対応合同避難訓練 所内 

11 焼芋会 所内 

12 
不審者対応合同避難訓練 

クリスマス会 

所内 

所内 

1 調理実習 所内 

2 
豆まき 

避難訓練 
所内 

3 作品展 所内 

 

９ 研修計画 

 ○内部研修   

月 研 修 内 容 場所 

4 
新任者研修 

ホームページ活用に関する研修 
所内 

5 感染症対策に関する研修 所内 

9 虐待防止に関する研修 所内 

10 強度行動障害に関する研修 所内 

11 セクシャルハラスメントに関する研修 所内 

随時 外部研修参加者による復命研修 所内 

 

○外部研修 

月 研 修 名 場所 人数 

4 社会福祉法人のための決算実務セミナー 青森市 1 

5 
社会福祉職員経理研修 

社会福祉法人指導監査対策セミナー 

青森市 

青森市 

1 

1 

6 自閉症支援者セミナー（11 月まで毎月） 八戸市 1 

7 甲種防火管理資格取得講習会 八戸市 1 

8 
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 

強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 

八戸市 

青森市 

1 

1 

11 障害者虐待防止・権利擁護研修 青森市 1 

12 
サービス管理責任者等更新研修 

福祉サービス苦情解決関係者等研修会 

青森市 

青森市 

1 

1 

2 福祉職員キャリアパス対応生涯研修管理職員コース 青森市 1 

3 指定障害者福祉サービス事業者等集団指導 八戸市 1 

合  計 12 



 

 

 

１０ 業務体制（定員 10 人）  

○人員に関する配置基準 

基
準
合
計 

管
理
者 

児
童
発
達
支
援 

管
理
責
任
者 

児
童
指
導
員 

保
育
士 

4 1 1 2 

   

 ○職員配置 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 利用者の状況（令和 3 年 2 月 1 日現在） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 

契約者数 3 4 10 12 12 14 14 15 15 15 

利用者数 11 19 55 76 65 79 81 84 99 95 

利用率(％) 5.5 9.5 27.5 38 32.5 39.5 40.5 42 49.5 47.5 

※利用率＝月利用者数÷20 日×10 名 
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